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氏名 八重瀬　太郎八重瀬　太郎八重瀬　太郎八重瀬　太郎  

　別添の八重瀬町農用地利用集積計画書1各筆明細の土地について【利用権の設定】利用権の設定】利用権の設定】利用権の設定】をしたい

ので、八重瀬町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想第４の１の（６）の規定に基づき申

し出ます。

添付書類添付書類添付書類添付書類

（Ｂ）利用権を設定する者＝譲渡人（貸す人）（Ｂ）利用権を設定する者＝譲渡人（貸す人）（Ｂ）利用権を設定する者＝譲渡人（貸す人）（Ｂ）利用権を設定する者＝譲渡人（貸す人）

住所
八重瀬町字具志頭659八重瀬町字具志頭659八重瀬町字具志頭659八重瀬町字具志頭659

氏名 八重瀬　花子八重瀬　花子八重瀬　花子八重瀬　花子     

○○

ＴＥＬ 098－998－2200098－998－2200098－998－2200098－998－2200

整理番号 -

八 重 瀬 町 長

（Ａ）利用権設定を受ける者＝譲受人（借りる人）（Ａ）利用権設定を受ける者＝譲受人（借りる人）（Ａ）利用権設定を受ける者＝譲受人（借りる人）（Ａ）利用権設定を受ける者＝譲受人（借りる人）

住所
八重瀬町字東風平1188八重瀬町字東風平1188八重瀬町字東風平1188八重瀬町字東風平1188

生年月日

受付 平 成

利用権設定等申出書
【 利用権の設定 】（一般用）

１. □　□　農用地利用集積計画 （1 各筆明細 ・ 2 共通事項 ・ 3 農業経営の状況等）

２. □　□　全部事項証明書 （土地の登記簿謄本）→那覇地方法務局

３. □　□　地図の証明書 （公図）→那覇地方法務局

４. □　□　耕作証明書 （八重瀬町以外で耕作がある場合）→耕作地の農業委員会

５. □　□　各種認定証の写し等 （認定農業者 ・ 認定新規就農者 ・ 研修証明書等）

６. □　□　営農計画書 （新規就農者）　 ・ 　営農計画書 （既就農者）

７. □　□　開発事業計画書 （開発行為を伴う場合）

８. □　□　その他必要書類 （委任状 ・      　　　         　　　　　　　　　 　　 　　  　 ）

不要要



八
重

瀬
町

農
用

地
利

用
集

積
計

画
書

八
重

瀬
町

農
用

地
利

用
集

積
計

画
書

八
重

瀬
町

農
用

地
利

用
集

積
計

画
書

八
重

瀬
町

農
用

地
利

用
集

積
計

画
書

印
 

1
各

筆
明

細
1
各

筆
明

細
1
各

筆
明

細
1
各

筆
明

細

第
１
　
利

用
権

設
定

（
経

営
受

委
託

、
移

転
及

び
転

貨
を
除

く
）
関

係
第

１
　
利

用
権

設
定

（
経

営
受

委
託

、
移

転
及

び
転

貨
を
除

く
）
関

係
第

１
　
利

用
権

設
定

（
経

営
受

委
託

、
移

転
及

び
転

貨
を
除

く
）
関

係
第

１
　
利

用
権

設
定

（
経

営
受

委
託

、
移

転
及

び
転

貨
を
除

く
）
関

係
捨

印

印
 

捨
印

住
所

整
理

番
号

(Ａ
)

利
用
権
設
定
を
受
け
る
者

（
借
り
る
人
）
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

又
は

名
称

　
八
重
瀬
　
太
郎

住
所

地
番

面
積

（
㎡

）

八
重
瀬
町
字
東
風
平
1
1
8
8

同
意

の
印

印

(Ｂ
)

利
用
権
を
設
定
す
る
者

（
貸
す
人
）
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

又
は

名
称

　
八
重
瀬
　
花
子

住
所

氏
名
又
は
名
称

権
原
の

種
類同
意

の
印

印

利
用
権
を
設
定
す
る
土
地
　
（
Ｃ
）

設
定
す
る
利
用
権
　
（
Ｄ
）

利
用
権
設
定
等

促
進
事
業
の
実

施
に
よ
り
成
立
す

る
利
用
権
の
設

定
に
係
る
当
事

者
間
の
法
律
関

係
(Ｅ

)

利
用
権
を
設
定
す
る
土
地
の
(Ｂ

)以
外
の
権
原
者
等
　
（
Ｆ
）

住
所

利
用
権

の
種
類

内
容

始
期

存
続
期
間

（
終
期
）

借
賃

円
/
坪

借
賃

の
支

  
払

方
  
法

同
意
の
印

大
字

小
字

東
風

平
東

原
○

○
○

畑

現
況

地
目

○
○

○
H

 0
0
 年

　
0
0
  

月
　

0
0
  

日

H
 0

0
 年

　
0
0
  

月
　

0
0
  

日

0
0
0
円 ／ 坪

賃
貸

借
o
r

使
用

貸
借

H
 　

　
 年

　
　

　
  

月
　

　
　

  
日

H
 　

　
 年

　
　

　
  

月
　

　
　

  
日

円 ／ 坪

H
 　

　
 年

　
　

　
  

月
　

　
　

  
日

H
 　

　
 年

　
　

　
  

月
　

　
　

  
日

円 ／ 坪

H
 　

　
 年

　
　

　
  

月
　

　
　

  
日

印
 

円 ／ 坪

H
 　

　
 年

　
　

　
  

月
　

　
　

  
日

　
八

重
瀬

町
字

具
志

頭
6
5
9

利
用

権
を

設
定

す
る

者
以

外
の

者
で

利
用

権
を

設
定

す
る

土
地

に
つ

き
所

有
権

そ
の

他
の

使
用

収
益

権
を

有
す

る
者

氏
名
又
は
名
称

住
所
（
同
上
）

円 ／ 坪

権
限

の
種

類

利
用
権
を
設
定
す
る
者
（
貸
す
人
）

氏
名
又
は
名
称

八
重
瀬
　
花
子
　
　

住
所
（
同
上
）

印
 

こ
の
計
画
に
同
意
す
る
。

印
 

利
用
権
設
定
を
受
け
る
者
（
借
り
る
人
）

氏
名
又
は
名
称

八
重
瀬
　
太
郎
　
　
　

住
所
（
同
上
）

H
 　

　
 年

　
　

　
  

月
　

　
　

  
日

H
 　

　
 年

　
　

　
  

月
　

　
　

  
日

普
通
畑
と
し
て
利
用

普
通
畑
(ﾋ
ﾞﾆ
ｰ
ﾙ
ﾊ
ｳ
ｽ
)

と
し
て
利
用

農
業
用
施
設
（
畜
舎
・

作
業
場
・
倉
庫
等
）
と

し
て
利
用

有
償
の
場
合
は

【
賃
借
権
】

無
償
の
場
合
は

【
使
用
貸
借
権
】

口
座

振
込

現
金
払
い

捨
印
は
、
必
要
と
判
断
す
る
場
合
に
押
印
し

て
く
だ
さ
い

捨
印
は
、
記
載
事
項
を
訂
正
す
る
場
合
に
必

要
と
な
り
ま
す
。

※※ ※※
共

有
の

所
有

者
が

い
る
場

合
は

、
全

員
の

同
意

共
有

の
所

有
者

が
い
る
場

合
は

、
全

員
の

同
意

共
有

の
所

有
者

が
い
る
場

合
は

、
全

員
の

同
意

共
有

の
所

有
者

が
い
る
場

合
は

、
全

員
の

同
意

※※ ※※
不

動
産

質
権

者
が

い
る
場

合
は

、
同

権
利

者
の

同
意

不
動

産
質

権
者

が
い
る
場

合
は

、
同

権
利

者
の

同
意

不
動

産
質

権
者

が
い
る
場

合
は

、
同

権
利

者
の

同
意

不
動

産
質

権
者

が
い
る
場

合
は

、
同

権
利

者
の

同
意

※※ ※※
共

有
の

所
有

者
が
い
る
場
合

は
、
全

員
の
同

意
共

有
の

所
有

者
が
い
る
場
合

は
、
全

員
の
同

意
共

有
の

所
有

者
が
い
る
場
合

は
、
全

員
の
同

意
共

有
の

所
有

者
が
い
る
場
合

は
、
全

員
の
同

意

※※ ※※
不

動
産

質
権

者
が
い
る
場
合

は
、
同

権
利
者

の
同
意

不
動

産
質

権
者

が
い
る
場
合

は
、
同

権
利
者

の
同
意

不
動

産
質

権
者

が
い
る
場
合

は
、
同

権
利
者

の
同
意

不
動

産
質

権
者

が
い
る
場
合

は
、
同

権
利
者

の
同
意



2
　
共

通
事

項
2
　
共

通
事

項
2
　
共

通
事

項
2
　
共

通
事

項

（
１
）
借
賃
の
支
払
猶
予

（
１
）
借
賃
の
支
払
猶
予

（
１
）
借
賃
の
支
払
猶
予

（
１
）
借
賃
の
支
払
猶
予

　
【
利

用
権

を
設

定
す

る
者

(B
) 

】
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
は

、
【
利

用
権

の
設

定
を

受
け

る
者

(A
)

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
が

、

（
２
）
借
賃
の
減
額

（
２
）
借
賃
の
減
額

（
２
）
借
賃
の
減
額

（
２
）
借
賃
の
減
額

（
３
）
解
約
に
当
た
っ
て
の
相
手
方
の
同
意

（
３
）
解
約
に
当
た
っ
て
の
相
手
方
の
同
意

（
３
）
解
約
に
当
た
っ
て
の
相
手
方
の
同
意

（
３
）
解
約
に
当
た
っ
て
の
相
手
方
の
同
意

（
４
）
転
貸
又
は
譲
渡

（
４
）
転
貸
又
は
譲
渡

（
４
）
転
貸
又
は
譲
渡

（
４
）
転
貸
又
は
譲
渡

（
５
）
修
繕
及
び
改
良

（
５
）
修
繕
及
び
改
良

（
５
）
修
繕
及
び
改
良

（
５
）
修
繕
及
び
改
良

ア イ

（
６
）
租
税
公
課
の
負
担

（
６
）
租
税
公
課
の
負
担

（
６
）
租
税
公
課
の
負
担

（
６
）
租
税
公
課
の
負
担

ア イ ウ （
７
）
目
的
物
の
返
還

（
７
）
目
的
物
の
返
還

（
７
）
目
的
物
の
返
還

（
７
）
目
的
物
の
返
還

ア イ ウ エ （
８
）
利
用
権
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
禁
止

（
８
）
利
用
権
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
禁
止

（
８
）
利
用
権
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
禁
止

（
８
）
利
用
権
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
禁
止

（
９
）
利
用
権
取
得
者
の
責
務

（
９
）
利
用
権
取
得
者
の
責
務

（
９
）
利
用
権
取
得
者
の
責
務

（
９
）
利
用
権
取
得
者
の
責
務

（
１
０
）
そ
の
他

（
１
０
）
そ
の
他

（
１
０
）
そ
の
他

（
１
０
）
そ
の
他

　
こ

の
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
定

め
な

い
事

項
及

び
農

用
地

利
用

集
積

計
画

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
甲

、
乙

及
び

八
重

瀬
町

が
協

議
し

て
定

め
る

。

　
利

用
権

の
存

続
期

間
が

満
了

し
た

と
き

は
、

乙
は

、
そ

の
満

了
の

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
、

甲
に

対
し

て
目

的
物

を
原

状
に

回
復

し
て

返
還

す
る

。
た

だ
し

、
災

害
そ

の
他

の
不

可
抗

力
、

修
繕

又
は

改
良

行
為

に
よ

る
形

質
の

変
更

又
は

目
的

物
の

通
常

の
利

用
に

よ
っ

て
生

じ
る

形
質

の
変

更
に

つ
い

て
は

、
乙

は
、

原
状

回
復

の
義

務
を

負
わ

な
い

。

　
乙

は
、

目
的

物
の

改
良

の
た

め
に

支
出

し
た

有
益

費
に

つ
い

て
は

、
そ

の
返

還
時

に
増

価
額

が
現

存
し

て
い

る
場

合
に

限
り

、
甲

の
選

択
に

従
い

、
そ

の
支

出
し

た
額

又
は

増
価

額
（
土

地
改

良
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

９
５

号
　

）
に

基
づ

く
土

地
改

良
事

業
に

よ
り

支
出

し
た

有
益

費
に

つ
い

て
は

、
増

価
額

）
の

償
還

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
イ

に
よ

り
有

益
費

の
償

還
請

求
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
甲

及
び

乙
の

間
で

有
益

費
の

額
に

つ
い

て
協

議
が

調
わ

な
い

と
き

は
、

甲
及

び
乙

双
方

の
申

出
に

基
づ

き
八

重
瀬

町
が

認
定

し
た

額
を

、
そ

の
費

や
し

た
金

額
又

は
増

価
額

と
す

る
。

　
乙

は
、

イ
に

よ
る

場
合

そ
の

他
法

令
に

よ
る

権
利

の
行

使
で

あ
る

場
合

を
除

き
、

目
的

物
の

返
還

に
際

し
、

名
目

の
い

か
ん

を
問

わ
ず

返
還

の
代

償
を

請
求

し
て

は
な

ら
な

い
。

　
甲

及
び

乙
は

、
こ

の
農

用
地

利
用

集
積

計
画

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

設
定

さ
れ

る
利

用
権

に
関

す
る

事
項

は
変

更
し

な
い

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

甲
、

乙
、

及
び

八
重

瀬
町

が
協

議
の

上
、

真
に

や
む

を
得

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

　
乙

は
、

こ
の

農
用

地
利

用
集

積
計

画
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
従

い
、

目
的

物
を

効
率

的
か

つ
適

正
に

利
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
乙

は
あ

ら
か

じ
め

八
重

瀬
町

と
協

議
し

た
上

、
甲

の
承

諾
を

得
な

け
れ

ば
目

的
物

を
転

貸
し

、
又

は
利

用
権

を
譲

渡
し

て
は

な
ら

な
い

。

　
甲
は
、
乙
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ら
な
い
で
生
じ
た
目
的
物
の
損
耗
に
つ
い
て
、
自
ら
の
費
用
と
責
任
に
お
い
て
修
繕
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
そ
の
他
甲
に
お
い
て
修
繕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
で
甲
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
は
、
乙
が
修
繕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
乙
が
修
繕
の
費
用
を
支
出
し
た
と
き
は
、
甲
に
対
し
て
そ
の
償
還
を
請
求
す
る
事
が
で
き
る
。

　
乙

は
、

甲
の

同
意

を
得

て
目

的
物

の
改

良
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
そ

の
改

良
が

軽
微

で
あ

る
場

合
に

は
甲

の
同

意
を

要
し

な
い

。

　
甲

は
、

目
的

物
に

対
す

る
固

定
資

産
税

そ
の

他
の

租
税

を
負

担
す

る
。

　
乙

は
、

目
的

物
に

係
る

農
業

災
害

補
償

法
（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

８
５

号
）
に

基
づ

く
共

済
掛

金
及

び
賦

課
金

を
負

担
す

る
。

　
目

的
物

に
係

る
土

地
改

良
区

の
賦

課
金

に
つ

い
て

は
、

甲
及

び
乙

が
別

途
協

議
す

る
と

こ
ろ

に
よ

り
負

担
す

る
。

　
こ

の
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

設
定

さ
れ

る
利

用
権

は
、

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

八
重
瀬
　
花
子

八
重
瀬
　
太
郎

八
重
瀬
　
花
子

八
重
瀬
　
太
郎

八
重
瀬
　
花
子

八
重
瀬
　
太
郎

八
重
瀬
　
花
子

八
重
瀬
　
太
郎

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事

由
の

た
め

、
借

賃
の

支
払

期
限

ま
で

に
借

賃
の

支
払

を
す

る
事

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

相
当

と
認

め
ら

れ
る

期
日

ま
で

に
そ

の
支

払
を

猶
予

す
る

。

　
利

用
権

の
目

的
物

（
以

下
「
目

的
物

」
と

い
う

。
）
が

農
地

で
あ

る
場

合
で

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

ら
れ

た
借

賃
の

額
が

、
災

害
そ

の
他

の
不

可
抗

力
に

よ
り

農
地

法
（
昭

和
２

７
年

法
律

第
２

２
９

号
第

２
４

条
に

規
定

す
る

割
合

を
超

え
る

こ
と

と
な

っ
た

と
き

は
、

乙
は

甲
に

対
し

て
そ

の
割

合
に

相
当

す
る

額
に

な
る

ま
で

借
賃

の
減

額
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
減

額
さ

れ
る

べ
き

額
は

、
甲

及
び

乙
が

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

し
、

そ
の

協
議

が
調

わ
な

い
と

き
は

、
農

業
委

員
会

が
認

定
し

た
額

と
す

る
。

　
甲

及
び

乙
は

１
の

各
筆

明
細

に
定

め
る

利
用

権
の

存
続

期
間

の
中

途
に

お
い

て
解

約
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
相

手
方

の
同

意
を

得
る

も
の

と
す

る
。



3
利

用
権

の
設

定
等

を
受

け
る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等
（
農

業
生

産
法

人
以

外
）

3
利

用
権

の
設

定
等

を
受

け
る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等
（
農

業
生

産
法

人
以

外
）

3
利

用
権

の
設

定
等

を
受

け
る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等
（
農

業
生

産
法

人
以

外
）

3
利

用
権

の
設

定
等

を
受

け
る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等
（
農

業
生

産
法

人
以

外
）

日

人 人 人 人 人 人

数
量

軽
ト

ラ
ッ

ク
1

ト
ラ

ク
タ

-
1 1

管
理

機
1

動
噴

1

性
別

主
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

（
1

）

農
業

従
事

者

従
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

乳
用

牛

肉
用

牛

氏
名

又
は

名
称

年
齢

農
作

業
従

事
日

数

農
業

従
事

者
（
う
ち
１
６
歳
以
上
６
５
歳
未
満
の
者
）

（
Ｆ

）

 利
用

権
の

設
定

等
を

受
け

る
者

の
世

帯
員

（
構

成
員

）
の

農
作

業
 従

事
及

び
雇

用
労

働
力

の
状

況

（
Ｂ

）
（
Ｃ

）
（
Ｄ

）
（
Ｅ

）

採
草

放
牧

地

1
,0

0
0

人 人

世
帯

員
（
構

成
員

）

 施
設

野
菜

  露
地

野
菜

  さ
と

う
き

び
  花

卉
  果

樹
  酪

農

 養
豚

　
　

　
　

等

男 女

農
地

整
理

番
号

農
地

採
草

放
牧

地

1 2

そ
の

他

1
,5

0
0

（
1

）

農
業

補
助

者

 利
用

権
の

設
定

 等
を

受
け

る
者

 の
主

な
農

機
具

 の
所

有
の

状
況

人 日

雇
用

労
働

力
（
年
間
延
日
数
）

1
3
0
頭

2
0
頭

1
0
0

種
類

数
量

種
類2
5
0

3
5

 利
用

権
の

設
定

 等
を

受
け

る
者

 の
主

な
家

畜
の

 飼
養

の
状

況

ﾏ
ﾙ

ﾁ
ｬ
ｰ

男
八
重
瀬
　
太
郎

（
Ａ

）

1

利
用

権
の

設
定

等
を

受
け

る
土

地
の

面
積

(単
位

：
㎡

)

利
用

権
の

設
定

を
受

け
る

者
が

現
に

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
に

供
し

て
い

る
農

用
地

の
面

積
(単

位
：
㎡

)

利
用

権
の

設
定

を
受

け
る
者

の
主

た
る
経

営
作

目

1

（
1

）

1

現
在
耕
作
し
て
い
る
農

現
在
耕
作
し
て
い
る
農

現
在
耕
作
し
て
い
る
農

現
在
耕
作
し
て
い
る
農

地
の
面
積
（
所
有
権
や

地
の
面
積
（
所
有
権
や

地
の
面
積
（
所
有
権
や

地
の
面
積
（
所
有
権
や

利
用
権
が
あ
る
農
地
）

利
用
権
が
あ
る
農
地
）

利
用
権
が
あ
る
農
地
）

利
用
権
が
あ
る
農
地
）

今
回
利
用
権

今
回
利
用
権

今
回
利
用
権

今
回
利
用
権

を
設
定
す
る

を
設
定
す
る

を
設
定
す
る

を
設
定
す
る

農
地
の
面
積

農
地
の
面
積

農
地
の
面
積

農
地
の
面
積

1
5
0
日
以
上
従
事

日
以
上
従
事

日
以
上
従
事

日
以
上
従
事

1
0
0
日
～

日
～

日
～

日
～

1
4
9
日
従
事

日
従
事

日
従
事

日
従
事

6
0
日
～

日
～

日
～

日
～

9
9
日
従
事

日
従
事

日
従
事

日
従
事

ア
ル
バ
イ
ト
等
の

ア
ル
バ
イ
ト
等
の

ア
ル
バ
イ
ト
等
の

ア
ル
バ
イ
ト
等
の

雇
用
が
あ
る
場
合

雇
用
が
あ
る
場
合

雇
用
が
あ
る
場
合

雇
用
が
あ
る
場
合

は
記
入

は
記
入

は
記
入

は
記
入

1
5
0
日
以
上
の

日
以
上
の

日
以
上
の

日
以
上
の

従
事
が
必
要

従
事
が
必
要

従
事
が
必
要

従
事
が
必
要


